
鶴田町告示第 32号

地方自治法施行令第 158条 第 1項の規定に基づき、歳入の収納事務を次のとお り委託 し

たので、地方白治法施行令第 158条 第 2項の規定によ り告示する。

令和 2年 7月 15日

鶴田町長 相 川 正

収納代行事業者の住所及び法人氏名

東京都目黒区青葉台 3丁目6番 28号  住友不動産青葉台タワー 14階

トラストバンク株式会社

収納代行事業者に納付させる歳入

インターネッ ト (ふ るさとチ ョイス)を利用して納付させる
^、

るさと納税寄附金

収納代行事業者に歳入を納付させる期間

令和 2年 4月 1日 か ら令和 3年 3月 31日



鶴田町告示第 33号

地方自治法第 231条 の 2第 6項 の規定に基づき、次のとお り指定代理納付者を指定 した

ので告示する。

令和 2年 7月 15日

鶴田町長 相 川 正

指定代理納付者の住所及び法人氏名

東京都目黒区青葉台 3丁 目6番 28号  住友不動産青葉台タワー 14階

トラス トバンク株式会社

指定代理納付者に納付させる歳入

インターネット (ふ るさとチ ョイス)を利用 して納付させるふるさと納税寄附金

指定代理納付者に歳入を納付させる期間

令和 2年 4月 1日 か ら令和 3年 3月 31日



鶴田町告示第 34号

地方自治法第 231条 の 2第 6項の規定に基づき、次のとお り指定代理納付者を指定 した

ので告示する。

令和 2年 7月 15日

鶴田町長 相 川 正

指定代理納付者の住所及び法人氏名

東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス

GM⊂)ベ イメントゲー トウェイ株式会社

指定代理納付者に納付させる歳入

インターネッ ト (ふ るさとチ ョイス)を利用して納付させるふるさと納税寄附金

指定代理納付者に歳入を納付させる期間

令和 2年 4月 1日 か ら令和 3年 3月 31日



鶴田町告示第 35号

地方自治法施行令第 158条 第 1項の規定に基づき、歳入の収納事務を次のとお り委託 し

たので、地方 自治法施行令第 158条 第 2項の規定によ り告示する。

令和 2年 7月 15日

鶴田町長 相 川 IE

収納代行事業者の住所及び法人氏名

東京都世田谷区玉川 1「 日 14番 1号 楽天クリムゾンハウス

楽天株式会社

収納代行事業者に納付させる歳入

インターネッ ト (楽天市場)を利用 して納付させるふるさと納税寄附金

収納代行事業者に歳入を納付させる期間

令和 2年 4月 1日 か ら令和 3年 3月 31日



鶴田町告示第 36号

地方自治法第 231条 の 2第 6項 の規定に基づき、次のとお り指定代理納付者を指定 した

ので告示する。

令和 2年 7月 15日

鶴田町長 相 川 正

指定代理納付者の住所及び法人氏名

東京都世田谷区玉川 1丁 目 14番 1号 楽天クリムゾンハウス

楽人株式会社

指定代理納付者に納付させる歳入

インターネッ ト (楽天市場)を利用して納付させるら、るさと納税寄附金

指定代I里納付者に歳入を納付させる期間

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31 日

　

・



鶴田町告示第 37号

地方自治法施行令第 158条 第 1項の規定に基づき、歳入の収納事務を次のとお り委託 し

たので、地方自治法施行令第 158条 第 2項の規定によ り告示する。

令和 2年 7月 15日

鶴田町長 相 川 正

収納代行事業者の住所及び法人氏名

東京都中央区京橋 2丁 目2番 1号 京橋エ ドグラン 13階

株式会社 さともヽる

収納代行事業者に納付させる歳入

インターネット (さ とも、る)を利用 して納付させるも、るさと納税寄附金

収納代行事業者に歳入を納付させる期間

令和 2年 4月 1日 か ら令和 3年 3月 31日

９

し



鶴日1町告示第 38号

地方自治法第 231条 の 2第 6項 の規定に基づき、次のとお り指定代理納付者を指定 した

ので告示する。

令和 2年 7月 15日

鶴田町長 相 川 正

指定代理納付者の住所及び法人氏名

東京都港区東新橋 1丁 目9番 2号 汐留住友ビル 25階

ソフ トバンク・ベイメント・サービス株式会社

指定代理納付者に納付させる歳入

インターネット (さ とふる)を利用 して納付させるふるさと納税寄附金

指定代I里納付者に歳入を納付させる期間

令和 2年 4月 1日 か ら令和 3年 3月 31日

翁



鶴田町告示第 55号

地方自治法第 231条 の 2第 6項の規定に基づき、次のとおり指定代理納付者を指定した

ので告示する。

令和 2年 10月 14日

鶴田町長 相 川 正

指定代理納付者の住所及び法人氏名

東京都港区虎 ノ門 4-1-1 神谷町 トラス トタワー WeWork内

PayPay株 式会社

指定代理納付者に納付させる歳入

インターネッ ト (さ とふる)を利用 して納付させるふるさと納税寄附金

指定代理納付者に歳入を納付させる期間

令和 2年 11月 1日 から令和 3年 3月 31日


